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「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした個人データの取扱いについて」の一部改正の新旧対照表 

 

（赤字傍線部分は改正部分） 

改正案 現行 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした 

個人データの取扱いについて 

 

令和２年４月２日 

（令和２年５月 15日一部改正） 

個人情報保護委員会事務局 

  

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として個人

情報を取り扱う機会が増えていることを踏まえ、個人情報の保

護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「本法」とい

う。）の関連する規定について、ご紹介します。 

 

個人情報取扱事業者は、保有する個人データについて、原則

として、本人に通知等している利用目的とは異なる目的で利用

し、又は、本人の同意なく第三者に提供することは禁じられて

います。しかしながら、法令に基づく場合（本法第 16 条第３

項第１号、第 23 条第１項第１号）や、以下に該当する場合に

は、例外として、本人の同意を得ることなく、目的外利用や第

三者への提供が許され、今般の新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止に当たっては、これらの例外の適用も含めて対応す

ることが可能です。 

（略） 

（略） 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした 

個人データの取扱について 

 

令和 2年 4月 2日 

個人情報保護委員会事務局 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として個人

情報を取り扱う機会が増えていることを踏まえ、個人情報の保

護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「本法」とい

う。）の関連する規定について、ご紹介します。 

 

個人情報取扱事業者は、保有する個人データについて、原則

として、本人に通知等している利用目的とは異なる目的で利用

し、又は、本人の同意なく第三者に提供することは禁じられて

います。しかしながら、以下に該当する場合には、例外とし

て、本人の同意を得ることなく、目的外利用や第三者への提供

が許され、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に

当たっては、これらの例外の適用も含めて対応することが可能

です。 

（略） 

 

（略） 


